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＊フードパントリー　食料支援を必要としている個人・家族に直接、食品を提供する活動

市
長
選
挙
に
つ
い
て

問　
市
長
選
挙
中
に
市
長
の
確

認
団
体
が
全
戸
配
布
し
た
法
定

２
号
ビ
ラ
は
、「
逗
子
で
の
失

敗
の
リ
ベ
ン
ジ
は
逗
子
で
や
っ

て
く
だ
さ
い
。
こ
こ
は
西
東
京

市
で
す
。」
や
「
共
産
・
左
翼

に
市
政
を
渡
す
な
。」
な
ど
相

手
候
補
や
相
手
陣
営
を
お
と
し

め
、
差
別
、
分
断
を
招
く
内
容

だ
っ
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
ヘ

イ
ト
で
あ
り
い
じ
め
だ
。
市
長

は
、
ビ
ラ
の
内
容
を
知
っ
て
い

な
が
ら
ビ
ラ
の
発
行
を
止
め
な

か
っ
た
。
市
民
の
こ
と
を
考
え

て
判
断
す
る
判
断
力
が
欠
け
て

い
た
と
言
っ
て
い
た
が
、
市
長

と
し
て
子
ど
も
を
い
じ
め
か
ら

守
れ
る
の
か
。
ビ
ラ
の
責
任
を

認
識
し
て
い
る
の
か
。

答　
私
の
確
認
団
体
が
発
行
し

た
ビ
ラ
で
あ
る
た
め
、
不
快
の

念
を
抱
い
た
方
に
対
し
て
心
か

ら
お
わ
び
す
る
。

意
見　
た
と
え
確
認
団
体
が
出

し
た
ビ
ラ
で
も
市
長
が
発
行
し

て
も
問
題
な
い
と
判
断
し
た
こ

と
に
変
わ
り
な
く
、
責
任
は
一

体
だ
。
そ
の
こ
と
を
認
め
、
正

直
に
謝
る
の
が
責
任
の
取
り
方

だ
。

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
拡
充
と
情
報
公

開
に
つ
い
て

問　
墨
田
区
で
は
学
校
や
保
育

園
、
高
齢
者
施
設
で
コ
ロ
ナ
の

陽
性
者
が
出
た
ら
、
濃
厚
接
触

者
以
外
の
症
状
が
出
て
い
な
い

人
も
検
査
し
、
徹
底
し
て
ク
ラ

ス
タ
ー
の
芽
を
摘
ん
で
い
る
。

ま
た
、
感
染
者
の
行
動
履
歴
、

接
触
履
歴
、
接
触
場
所
、
施
設

名
な
ど
も
情
報
公
開
し
て
い
る
。

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
拡
充
と
情
報
公

開
が
さ
ら
に
必
要
だ
が
見
解
は
。

答　
発
熱
外
来
と
医
師
会
が
運

営
す
る
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
セ
ン
タ
ー

に
よ
り
地
域
医
療
体
制
を
確
保

し
て
い
る
。
公
表
は
状
況
に
応

じ
検
討
を
す
る
。

コ
ロ
ナ
禍
で
の
事
業
者
へ
の
直

接
支
援
に
つ
い
て

問　
３
月
か
ら
申
請
が
始
ま
っ

た
市
内
事
業
者
緊
急
支
援
事
業

は
、
売
上
げ
が
減
少
し
た
事
業

者
に
10
万
円
を
給
付
す
る
。
引

き
続
き
売
上
げ
減
少
が
続
き
困

っ
て
い
る
店
舗
や
事
業
者
に
は

直
接
届
く
支
援
が
必
要
だ
が
見

解
は
。

答　
市
内
事
業
者
緊
急
支
援
事

業
の
迅
速
な
対
応
に
努
め
る
。

子
ど
も
の
貧
困
に
つ
い
て

問　
都
が
補
助
を
行
う
子
ど
も

の
食
の
支
援
確
保
事
業
が
令
和

２
年
度
で
終
了
す
る
。
子
ど
も

食
堂
や
フ
ー
ド
パ
ン
ト
リ
ー
が

命
綱
の
方
も
い
る
。
市
独
自
の

補
助
を
考
え
る
べ
き
だ
が
見
解

は
。

答　
令
和
３
年
度
も
関
係
者
の

意
見
を
聞
い
て
効
果
的
な
支
援

の
仕
組
み
を
検
討
し
て
い
く
。

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
増
設

に
つ
い
て

問　
市
内
に
１
千
人
以
上
の
特

養
の
待
機
者
が
い
る
中
で
、
市

は
次
期
介
護
保
険
計
画
に
お
い

て
、
地
域
密
着
型
の
特
養
を
１

箇
所
29
床
し
か
増
や
し
て
い
な

い
。
増
設
を
求
め
る
市
民
の
要

望
に
対
す
る
見
解
は
。

答　
待
機
者
が
多
い
こ
と
は
認

識
し
て
い
る
。
施
設
と
連
携
し

て
待
機
者
の
把
握
を
行
う
。

学
校
施
設
と
公
共
施
設
再
編
計

画
に
つ
い
て

問　
市
は
学
校
が
地
域
の
核
と

な
る
複
合
化
を
検
討
し
て
い
る
。

老
朽
化
す
る
学
校
施
設
や
教
育

環
境
の
整
備
を
最
優
先
に
す
べ

き
と
考
え
る
が
見
解
は
。

答　
老
朽
化
が
進
む
学
校
施
設

を
よ
り
優
先
し
て
整
備
す
べ
き

と
考
え
て
い
る
。

生
活
保
護
行
政
に
つ
い
て

問　
生
活
保
護
受
給
の
扶
養
照

会
は
、
扶
養
が
期
待
で
き
な
け

れ
ば
し
な
く
て
よ
い
と
な
っ
て

い
る
。
本
市
の
状
況
は
。

答　
扶
養
照
会
は
本
人
の
同
意

を
得
て
か
ら
行
っ
て
い
る
。

学
生
や
若
年
層
へ
の
支
援

問　
新
型
コ
ロ
ナ
は
学
生
や
若

年
層
の
生
活
に
も
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
。
住
居
確
保

給
付
金
に
つ
い
て
、
若
年
層
の

申
請
・
給
付
状
況
は
。

答　
住
居
確
保
給
付
金
は
、
支

給
決
定
者
の
う
ち
約
３
割
が
20

代
ま
で
の
若
年
層
か
ら
の
相
談

で
あ
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
の
長
期

化
が
若
年
層
の
方
に
も
多
大
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
認
識

し
て
い
る
。

意
見　
学
生
・
若
年
層
向
け
に

福
祉
丸
ご
と
相
談
窓
口
の
さ
ら

な
る
周
知
や
、
そ
の
世
代
特
有

の
相
談
に
対
応
す
る
た
め
の
体

制
強
化
が
必
要
と
考
え
る
。
ま

た
、
市
独
自
で
も
学
生
・
若
年

層
へ
の
支
援
策
が
必
要
で
あ
る
。

75
歳
以
上
の
医
療
費
窓
口
負
担

の
２
倍
化
に
つ
い
て

問　
75
歳
以
上
の
医
療
費
窓
口

負
担
を
現
行
の
１
割
か
ら
２
割

に
す
る
法
案
が
国
会
に
提
出
さ

れ
て
い
る
。
２
倍
化
は
受
診
抑

制
を
一
層
深
刻
化
す
る
。
国
に

２
倍
化
は
中
止
す
る
よ
う
意
見

を
上
げ
る
べ
き
だ
が
見
解
は
。

答　
国
の
動
向
を
注
視
し
市
民

の
意
見
を
広
域
連
合
に
伝
え
る
。

公
民
館
の
所
管
に
つ
い
て

問　
公
民
館
の
市
長
部
局
へ
の

移
管
が
可
能
と
な
っ
た
が
、
教

育
委
員
会
の
見
解
は
。

答　
中
央
教
育
審
議
会
の
答
申

の
と
お
り
、
教
育
委
員
会
の
所

管
が
基
本
と
考
え
て
い
る
。

国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て

問　
令
和
３
年
度
の
国
保
料
据

え
置
き
は
評
価
す
る
。
今
後
の

財
政
健
全
化
計
画
の
見
直
し
に

対
す
る
見
解
は
。

答　
後
年
度
の
保
険
料
負
担
が

急
激
に
増
加
し
な
い
よ
う
配
慮

す
る
必
要
が
あ
る
。　

意
見　
今
後
と
も
据
え
置
き
、

引
き
下
げ
を
考
え
る
べ
き
だ
。

問　
未
就
学
児
の
均
等
割
５
割

軽
減
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
見
解

を
伺
う
。

答　
施
行
日
は
令
和
４
年
４
月

１
日
で
あ
り
、
国
の
動
向
を
注

視
し
な
が
ら
検
討
を
進
め
る
。

意
見　
子
ど
も
が
ど
真
ん
中
の

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
市
と
し

て
、
提
案
さ
れ
て
い
る
制
度
の

不
足
、
制
限
部
分
で
一
歩
先
に

進
ん
だ
市
独
自
の
対
策
を
求
め

る
。

自
治
体
の
リ
ー
ダ
ー
に
つ
い
て

問　
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
市

民
、
職
員
に
対
し
、「
市
長
の

考
え
方
、
言
葉
」
が
今
後
の
西

東
京
市
を
左
右
す
る
。
市
政
を

担
う
市
長
の
決
意
は
。

答　
市
政
を
進
め
る
上
で
、
市

民
、
議
会
、
職
員
と
の
信
頼
関

係
を
築
き
、
そ
の
上
で
着
実
に

施
策
を
実
行
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
と
考
え
て
い
る
。
決
断
力

と
実
行
力
で
、
組
織
の
リ
ー
ダ

ー
と
し
て
、
力
を
発
揮
し
や
す

い
職
場
環
境
を
つ
く
り
、
最
大

限
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で

き
る
よ
う
全
力
で
取
り
組
む
。

意
見　
市
長
選
挙
に
お
い
て
、

誹
謗
中
傷
ビ
ラ
を
ば
ら
ま
き
、

市
民
を
傷
つ
け
た
。
ま
た
、
臨

時
会
、
定
例
会
と
連
続
で
事
務

処
理
の
不
手
際
が
あ
っ
た
。
市

長
は
自
身
の
責
任
を
認
め
、「
決

断
」「
実
行
」「
責
任
」
を
も
っ

て
今
後
の
市
政
運
営
に
臨
ん
で

い
た
だ
き
た
い
。

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
拡
充
に
つ
い
て

問　
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
早

期
収
束
を
図
る
た
め
市
の
責
任

に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
拡
充
し
て
実
施

す
べ
き
だ
が
考
え
は
。

答　
発
熱
外
来
と
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査

セ
ン
タ
ー
の
両
輪
に
よ
る
地
域

医
療
体
制
の
確
保
を
図
っ
て
い

る
。
引
き
続
き
医
師
会
と
の
連

携
に
よ
る
対
策
を
進
め
て
い
く
。

在
宅
避
難
者
対
策
に
つ
い
て

問　
災
害
時
、
在
宅
避
難
さ
れ

て
い
る
方
へ
の
支
援
策
は
。

答　
避
難
所
に
物
資
を
受
け
取

り
に
行
け
な
い
方
に
対
し
て
は
、

運
送
業
者
へ
配
送
依
頼
を
考
え

て
い
る
。
ま
た
、
在
宅
避
難
者

の
把
握
の
仕
組
み
づ
く
り
は
今

後
、
調
査
研
究
し
て
い
く
。

防
災
の
基
盤
づ
く
り
に
つ
い
て

問　
今
後
の
大
災
害
に
備
え
、

避
難
所
運
営
協
議
会
と
連
携
し
、

地
域
の
支
え
合
い
を
強
化
す
る

必
要
が
あ
る
。
協
議
会
や
地
域

と
の
つ
な
が
り
の
構
築
状
況
は
。

答　
指
定
避
難
所
と
な
っ
て
い

る
小
中
学
校
27
校
全
て
に
避
難

所
運
営
協
議
会
が
設
置
さ
れ
て

い
る
。
会
議
、
訓
練
等
に
市
職

員
が
参
加
し
、
地
域
の
つ
な
が

り
、
市
職
員
と
の
つ
な
が
り
を

深
め
て
い
く
。

コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い

て問　
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
関
す
る

市
の
財
政
負
担
は
。

答　
国
の
全
額
負
担
で
あ
る
。

問　
ワ
ク
チ
ン
供
給
の
遅
れ
に

よ
る
接
種
時
期
の
変
更
は
。

答　
ワ
ク
チ
ン
供
給
の
状
況
に

応
じ
、
臨
機
に
対
応
す
る
。

問　
本
市
の
高
齢
者
、
基
礎
疾

患
を
有
す
る
者
の
人
数
は
。

答　
65
歳
以
上
の
方
は
５
万
２

千
人
、
基
礎
疾
患
を
有
す
る
方

は
１
万
３
千
人
で
あ
る
。

問　
ワ
ク
チ
ン
の
安
全
性
、
有

効
性
は
。

答　
国
の
薬
事
承
認
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

問　
変
異
株
に
対
す
る
準
備
は
。

答　
国
や
東
京
都
の
情
報
に
注

視
す
る
。

問　
防
御
効
果
の
期
間
、
効
果

の
低
下
に
つ
い
て
の
考
え
は
。

答　
効
果
の
持
続
期
間
に
つ
い

て
は
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
。

問　
毎
年
接
種
が
必
要
か
。

答　
必
要
性
に
つ
い
て
国
は
提

示
し
て
い
な
い
。

問　
副
反
応
疑
い
報
告
制
度
の

市
の
考
え
は
。

答　
接
種
医
療
機
関
等
か
ら
国

が
情
報
収
集
・
検
討
し
、
今
後

の
予
防
接
種
に
生
か
さ
れ
る
重

要
な
制
度
で
あ
る
。
本
市
で
も

同
様
に
対
応
す
る
。

問　
予
防
接
種
健
康
被
害
救
済

制
度
等
の
対
応
内
容
は
。

答　
予
防
接
種
法
に
基
づ
き
医

療
費
、
障
害
年
金
、
死
亡
一
時

金
等
の
給
付
が
受
け
ら
れ
る
。

問　

２
回
目
の
接
種
の
予
約
方

法
は
。

答　

１
回
目
の
接
種
終
了
後
に

そ
の
会
場
に
お
い
て
２
回
目
の

予
約
を
す
る
。

問　
本
市
に
お
け
る
超
低
温
冷

凍
庫
の
準
備
状
況
は
。

答　
国
か
ら
３
台
配
分
さ
れ
た
。

問　
超
低
温
冷
凍
庫
の
電
源
供

給
方
法
は
。

答　
専
用
ブ
レ
ー
カ
ー
を
備
え

た
専
用
回
線
を
使
用
す
る
。

問　
停
電
時
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

は
。

答　
停
電
時
に
自
動
的
に
作
動

す
る
非
常
用
発
電
機
と
接
続
し

て
い
る
。

そ
の
他
質
問　
17
項
目

日
本
共
産
党
西
東
京
市
議
団

市
長
選
で
市
民
を
分
断
し
た
責
任

を
明
確
に
し
市
長
は
謝
罪
せ
よ
！

大　
竹　
あ
つ
子

中　
村　
す
ぐ
る

保　
谷　
清　
子

藤　
岡　
智　
明

立
憲
フ
ォ
ー
ラ
ム

市
長
に
は
「
決
断
」「
実
行
」

「
責
任
」
が
必
須
！

佐　
藤　
大　
介

坂
井　
か
ず
ひ
こ

森　
　
し
ん
い
ち

＊
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